
宇和島市介護予防普及啓発事業（専門事業）に係る公募型プロポーザル実施要領

宇和島市介護予防普及啓発事業（専門事業）の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの

各種手続､要件及び審査等の内容については､次のとおりとする｡

１ 目的

宇和島市に住所を有する 65 歳以上の一般介護予防事業対象者（要介護認定１以上の者および

実施場所と同一敷地、同一の建物もしくは隣接する場所（サービス付き高齢者住宅等）に居住

する者、また受託事業者の従業員または関連事業者の従業員以外の者を除く。）に対し、介護予

防を目的とした宇和島市介護予防普及啓発事業を適正かつ円滑に実施する業務の受託を希望す

る法人を募集する｡

２ 業務概要

(1) 業務名 宇和島市介護予防普及啓発事業（専門事業）業務

(2) 業務内容 別に定める宇和島市介護予防普及啓発事業実施要綱及び宇和島市介護予防普及

啓発事業（専門事業）業務仕様書によるものとすること｡

(3) 履行期間 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月 31 日まで

(4) 委託事業所数 若干数

(5) 委託人数 1事業所あたり原則 20 名

(6) 委託費用限度額

令和 8年度 予算提案総額 75,000 千円（一般・専門を含む）

1人 1回あたり 2,100 円（うち消費税及び地方消費税額込み）

離島（離島振興法第 2条第 1項で指定された離島対策実施地域）内で実施する場合委託

費用 1人 1回あたり 1,800 円（うち消費税及び地方消費税額込み）を加算することとす

る。

３ 参加資格要件

公募型プロポーザルに参加を希望する者は、宇和島市内に事業所を有する介護事業所または

医療学校、または離島（離島振興法第 2条第 1項で指定された離島対策実施地域）内に事業所

を有する法人で、次のすべての要件を満たした法人であること｡

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること｡

(2) 宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱（平成 17 年告示第 97号）の規定に基づく

指名停止を受けていない者であること｡

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又

は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会

社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受け

ている者を除く｡)でないこと、経営状態が著しく不健全である者でないこと｡

(4) 市税のほか、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(5) 法人及びその役員が、宇和島市暴力団等排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員

等又は、暴力団経営支配法人等でないこと、及び暴力団、暴力団員、暴力団員等又は、暴

力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。

４ 応募申請書類作成要領等



応募申請書類等を提出する者(以下｢応募者｣という｡)は、次に定めるところにより応募申請書

を作成し、提出するものとする｡

(1) 応募申請書類作成内容 応募申請書類は、次の事項について記入すること｡

① 法人に関する事項について説明すること｡

② 実施内容について説明すること｡

③ 安全管理体制等について説明すること｡

※「別紙 介護予防普及啓発事業評価基準」に基づき記載すること。

(2) 提出書類

宇和島市介護予防普及啓発事業（専門事業）応募申請書(様式第 1号)、納税状況調査及び

暴力団員等調査同意書及び配布資料（案）を 6部 (1部原本、5部ｺﾋﾟｰ)

(3) 応募申請書の交付

① 交付場所

〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町 1番地

宇和島市高齢者福祉課 地域包括支援センター

電話番号 0895-24-1111（内線 2107）

② 交付期間 令和 8年 1月 20 日(火)から 2月 13 日(金)までの午前 8時 30 分から午後 5

時 15 分まで(土曜日及び日曜日、祝日を除く｡)

③ その他 高齢者福祉課ホームページからダウンロードによる取得も可能｡

⑷ 質疑応答等

応募申請書類等の作成について質問がある場合においては、次のとおり質疑応答書により提

出するものとする｡

① 提出書類 質疑応答書(様式第 2号)

② 提出期間 令和 8年 1月 20 日(火)から 1月 30 日(金)まで(持参の場合は、土曜日及び

日曜日を除く、午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで｡)

③ 交付場所４-(3)に同じ｡

④ 提出方法 ファクシミリ又は電子メール（ikiiki-hokatsu@city.uwajima.lg.jp）によ

り提出する｡

⑤ 質問の回答は、令和 8年 2月 6日(金)までに宇和島市ホームページ上に当該回答内容

を公表する｡

⑸ 提出方法等

① 提出期限 令和 8年 2月 13 日(金)午後 5時 15 分まで

② 提出先(3)に同じ｡

③ 提出方法 持参または郵送または電子メールによること｡

電子メールアドレス ikiiki-hokatsu@city.uwajima.lg.jp

④ 応募申請書類等の著作権等の取扱い

ア 応募申請書類等の著作権は、当該応募申請書類等を作成した者に帰属するものとす

る｡

イ 宇和島市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要がある

ときは、応募者から提出された応募申請書類等の全部又は一部の複製等をすること

ができるものとする｡

ウ 宇和島市は、応募者から提出された応募申請書類等について、宇和島市情報公開条

例(平成 22 年宇和島市条例第 25 号)の規定による請求に基づき、第三者に開示する

ことができるものとする｡



５ 失格事項 次のいずれかに該当した場合は、その者を失格とする｡

(1) 参加資格要件を満たしていない場合｡

(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合｡

(3) 実施要領で示された提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件 に適

合しない書類の提出があった場合｡

(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合｡

６ 応募申請書類等の審査方法及び評価基準

(1) 審査会の設置

応募申請書類等の審査、評価及び特定を行うため、宇和島市介護予防普及啓発事業プロポー

ザル審査会(以下｢審査会｣という｡)を設置する｡

(2) 審査項目及び評価基準

① 応募申請書類等により、次の審査項目について、別紙で示す評価基準（別紙 介護予防

普及啓発事業評価基準）に基づき審査及び評価を行う｡

ア 法人に関する項目

イ 実施内容について

ウ 安全管理体制等について

(3) 受託候補者の特定

審査会において、(2)の審査項目及び評価基準により、各委員の評価点の合計を加算し、評価

点の合計が基準点に達した者について、審査会の合議の上、受託候補者として特定する｡

(4) 審査結果の通知

① 市は、受託候補者を特定したときは、速やかに応募者全者に対し、次の事項を通知する

ものとする｡

ア 受託候補者

イ 受託候補者にあっては、今後の契約手続の旨

ウ 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由につ

いて説明を求めることができる旨

② 受託候補者とならなかった者は、その理由について、次のとおり書面(様式は任意) によ

り市に対し説明を求めることができる｡

ア 提出期間 (1)の通知があった日から 7日以内までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、

午前 8時 30分から午後 5時 15分まで

イ 提出場所４-(3)に同じ｡

ウ 提出方法 持参によること｡(郵送、電子メール又はファクシミリによるものは受け付

けない｡)

③ 市は、②の説明を求められたときは、令和 8年 3月上旬までに説明を求めた者に対し理

由説明書を通知する｡

(5) 審査結果の公表

市は、受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする｡

① 受託候補者

７ 契約に関する基本事項



(1) 契約の締結

市は、受託候補者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、業務仕様書を作

成するものとし、当該業務仕様書に基づく見積書を徴収した後、随意契約の方法により契約

を締結するものとする｡

８ その他

(1) 当該事業に係る予算が議決されない場合等、本プロポーザルの手続き等を中止、または

契約を締結しない場合がある。

(2) 応募申請書類等の作成及び提出に要する費用は、応募者の負担とする｡

(3) 提出された応募申請書類等は返還しない｡

(4) 提出された応募申請書類等は、応募者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない｡

９ スケジュール

本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりである｡

実施内容 実施期間または期日

公募型プロポーザル実施の開始 令和 8年 1月 20 日(火)

実施要領等に関する質疑受付 令和 8年 1月 30 日(金)午後 5時 15 分まで

実施要領等に関する質疑回答 令和 8年 2月 6日(金)まで

提案書等の提出期限 令和 8年 2月 13 日(金)午後 5時 15 分まで

審査結果の通知 令和 8年 3月上旬

契約の締結 令和 8年 4月 1日(水)予定


